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  香港の不動産取引においては、高騰を続ける不動産価格に歯止めをかけるため、印紙税の負担を増加させることで抑制を図

っている。以下に、一連の印紙税取り扱いに関する推移について説明します。 

◎特別印紙税（SSD）、購入者印紙税（BSD）の導入 

2010 年 11 月 19 日、香港政府は不動産市場の投機活動を抑制するため、既存の印紙税に加えて短期転売に課税する「特別

印紙税（Special Stamp Duty）」を導入すると発表。あわせて、ローン借入に必要な自己資金の引き上げ※1を行った。2012 年 10

月 27 日には、さらなる不動産市場の安定のため、「購入者印紙税（Buyer’s Stamp Duty）」を新設すると同時に、「特別印紙税」

の税率引き上げを行った。「購入者印紙税」の導入により、香港永住者（居住 7 年以上）以外の者が不動産を取得した際には、

印紙税が 15%上乗せされることとなった。 

特別印紙税の料率 所有期間 6 ヶ月以内    

の譲渡 

所有期間 6 ヶ月以上    

1 年以内の譲渡 

所有期間 1 年以上      

2 年以内の譲渡 

所有期間 2 年以上     

3 年以内の譲渡 

2010 年 11 月 20 日～        

2012 年 10 月 26 日の取得 
15% 10% 5% ― 

2012 年 10 月 27 日以降        

の取得 
20% 15% 10% 10% 

※1 物件価額 1,200 万 HK$以上は自己資金 50%以上、800 万 HK$以上～1,200 万 HK$未満は 40%以上(但し借入上限は 600 万 HK$)、    

   800 万 HK$未満は 30%以上（但し借入上限は 480 万 HK$） 

◎印紙税料率の引き上げ 

2013 年 2 月 22 日には、さらに既存印紙税の料率が引き上げられた。また、これまでは居住用の不動産のみが対象であった

が、新たに非居住用不動産の売買に対しても課税されることとなった。 

印紙税の料率 

※2 

物件価額 

HK$2,000,000   

以内 

HK$2,000,001～

3,000,000 

HK$3,000,001～

4,000,000 

HK$4,000,00１～

6,000,000 

HK$6,000,001～

20,000,000 

HK$20,000,00１   

以上 

2010 年 4 月 1 日～    

2013 年 2 月 22 日の取得   
ＨＫ＄100 1.50% 2.25% 3% 3.75% 4.25% 

2013 年 2 月 23 日     

以降の取得 
1.50% 3% 4.50% 6% 7.50% 8.50% 

※2 詳細な印紙税額算出については別途計算式あり 

◎印紙税取扱の一部緩和 

 2014 年 5 月 13 日、不動産価格抑制策に関する一部緩和を発表した。但し、その内容は下記の通り限定的なものであり、政府

は現状不動産価格の動向を注視している状況である。 

（緩和内容）Ⅰ．不動産買い替えで先行して不動産を購入する場合、売却物件の特別印紙税が還付対象となるのは、 

          契約日からではなく引渡日から 6 ヶ月以内とする 

        Ⅱ．住宅と駐車場を購入する場合、駐車場部分に関しては課税免除とする（初めて購入する場合のみ） 

 

【計算例】香港非居住者が 1,000 万 HK$（約 1 億 3,200 万円）の物件を購入して半年以内に売却した場合の印紙税額 

      1,000 万 HK$×（印紙税 7.5%＋SSD20%＋BSD15%）＝425 万 HK$（約 5,610 万円） 


